
特定非営利活動法人見明川スポーツクラブ規約  

 

   第 １ 章  総 則  

 (名 称 )  

第 1 条  こ の ク ラ ブ は 特 定 非 営 利 活 動 法 人 見 明 川 ス ポ ー ツ ク ラ ブ と

称 す る 。  

 (事 務 所 )  

第 2 条  こ の ク ラ ブ の 事 務 所 は 、 理 事 長 指 定 の 場 所 に 置 く 。  

 (会 員 )  

第 3 条  こ の ク ラ ブ は 、個 人 会 員、指 導 者 、及 び 賛 助 会 員 を も っ て

組 織 す る 。  

   第 ２ 章  目 的 及 び 事 業  

 (目 的 )  

第 4 条  こ の 法 人 は 、浦 安 市 及 び 近 隣 地 域 に 住 む 住 民 を 対 象 に 、総

合 型 地 域 ス ポ ー ツ ク ラ ブ と し て 健 康 の 保 持 増 進 、 並 び に ス ポ ー ツ

文 化 の 振 興 に 関 す る 事 業 を 行 い 、「 活 力 と 思 い や り の あ る 地 域 社 会

の 創 造 」 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 (事 業 )  

第 5 条  こ の ク ラ ブ は 、前 条 に 規 定 す る 目 的 を 達 成 す る た め 、次 の



各 号 に 掲 げ る 事 業 を 行 う 。  

(1 )  サ ー ク ル 活 動  

(2 )  健 康 体 力 相 談 事 業  

(3 )  研 修 会 の 開 催  

(4 )  ス ポ ー ツ 大 会 及 び ス ポ ー ツ 教 室 の 開 催  

(5 )  そ の 他 目 的 達 成 に 必 要 な こ と  

   第 3 章  入 会 及 び 会 費  

 (入 会 資 格 )  

第 6 条  こ の ク ラ ブ に 入 会 す る 資 格 を 有 す る 者 は 次 の 各 号 に 掲 げ る

者 と す る 。 但 し 、 理 事 会 が 認 め た 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

(1 )  浦 安 市 及 び 近 隣 地 域 に 住 む 住 民  

(2 )  ス ポ ー ツ を 行 う の に 適 し た 健 康 状 態 に あ る 者  

(3 )  こ の 規 約 そ の 他 こ の ク ラ ブ の 運 営 に 係 る 諸 規 定 を 尊 守 す る 者  

(4 )幼 児 会 員 は 必 ず 保 護 者 同 伴 と す る  

 (入 会 手 続 き )  

第 7 条  こ の ク ラ ブ に 入 会 す る 者 は 、入 会 届 け に 所 定 事 項 を 記 入 し 、

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  入 会 時 に 提 出 し た 所 定 事 項 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 変 更 事 項 を

届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  



 (会 費 )  

第 8 条  こ の ク ラ ブ の 会 員 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 会 費 を 納 入 し な け

れ ば な ら な い 。 但 し 理 事 会 が 認 め た 会 員 は こ の 限 り で な い 。  

ア  高 校 生 以 上  3 ,500 円  

イ  中 学 生 以 下 ・ 60 歳 以 上  2 ,000 円  

＊ 年 度 内 の 1 月 以 降 の 入 会 者 は 会 費 を 半 額 と す る  

 (会 費 の 納 入 と 不 返 還 )  

第 9 条  会 費 は 、別 に 定 め る 方 法 で 納 入 す る も の と す る 。こ の 場 合

に お い て 納 入 し た 会 費 は 返 還 し な い 。  

   第 4 章  役 員  

 (役 員 )  

第 10 条  こ の ク ラ ブ に 次 の 各 号 に 掲 げ る 役 員 を 置 く 。  

(1 )  理 事 長  １ 名  

(2 )  副 理 事 長        3 名  

(3 )  理 事  10 名 以 上 15 名 ま で と す る 。  

(4 )  監 事  ２ 名  

(5 )相 談 役          1 名  

 

 (理 事 長 及 び 副 理 事 長 )  



第 11 条  理 事 長 及 び 副 理 事 長 は 、 総 会 で 選 出 す る 。   

２  理 事 長 は 、 ク ラ ブ を 代 表 し て 会 務 を 統 括 す る 。  

３  副 理 事 長 は 、 理 事 長 を 補 佐 し 、 理 事 長 に 事 故 あ る と き は 、 其 の

職 務 を 代 理 す る 。  

 (理 事 )  

第 12 条  理 事 は 、 理 事 長 が 規 定 数 を 指 名 で き る も の と す る 。  

２  委 員 は 、 こ の ク ラ ブ の 運 営 に 当 た る 。  

  (事 務 局 員 )  

第 13 条  事 務 局 員 は 、 理 事 会 で 選 出 し 、 理 事 長 が 委 嘱 す る 。  

２  事 務 局 は 、こ の ク ラ ブ の 会 員 管 理 、会 計、保 険 事 務 を 処 理 す る。  

第 14 条  監 事 は 、 会 員 の 中 か ら 理 事 長 が 委 嘱 す る 。  

２  監 事 は 、 会 計 、 事 業 の 監 査 を す る 。  

 (役 員 の 任 期 )  

第 15 条  役 員 の 任 期 は ２ 年 と す る 。  

２  理 事 、 事 務 局 員 、 監 事 の 再 任 は 、 妨 げ な い 。  

第 16条  事 務 局 員 を 設 け る 。  

２  事 務 局 員 は 一 定 の 時 間 給 を 得 る こ と が 出 来 る 。  

  （ 時 間 給 に つ い て は 理 事 会 に て 定 め る ）  

   第 5 章  理 事 会  



 (設 置 )  

第 17 条  こ の ク ラ ブ の 事 業 の 円 滑 な 遂 行 に 資 す る た め 、 理 事 会 を

置 く 。  

2  理 事 会 は 、 理 事 、 及 び 専 門 部 (部 長 )で 構 成 す る 。  

 (会 議 )  

第 18 条  理 事会の 会 議 は 、 理 事 長 が 招 集 す る 。  

 (会 議 の 成 立 )  

第 19 条  会 議 は 、 役 員 の 過 半 数 以 上 の 出 席 が な け れ ば 、 こ れ を 開

く こ と が で き な い（ 委 任 状 含 む ）。た だ し 、同 一 議 題 に つ い て 再 度

会 議 を 開 く 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

 (議 決 )  

第 20 条  会 議 の 議 決 は 、 出 席 者 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き

は 理 事 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

 (議 決 事 項 )  

第 21 条  次 に 掲 げ る 事 項 は 、理 事 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。  

(1 )  事 業 計 画 に 関 す る こ と 。  

(2 )  予 算 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。  

(3 )  役 員 の 選 出 に 関 す る こ と 。  

(4 )  そ の 他 ク ラ ブ の 運 営 に 係 る 重 要 事 項 。  



   第 6 章  専 門 部  

 (設 置 )  

第 22 条  本 規 約 第 16 条 に 基 づ き 円 滑 に 且 つ 確 実 に 運 営 す る た め 専

門 部 を 置 く 。  

(1 )  総  務  部     財 政 .会 員 管 理 .会 議 開 催 .会 計 .保 険 .資 産 管 理 .

ク ラ ブ ハ ウ ス 管 理  

(2 )  イ ベ ン ト 部     各 行 事 .市 主 催 行 事  

(3 )  広  報  部    ク ラ ブ だ よ り ． ホ ー ム ペ ー ジ 管 理  

   第 7 章  サ ー ク ル  

 (設 置 )  

第 23 条  こ の ク ラ ブ に 以 下 に 掲 げ る サ ー ク ル を 置 く 。  

(1 )バ ウ ン ド テ ニ ス  ( 2 )サ ッ カ ー （ 3） フ ッ ト サ ル   ( 4 )ユ ニ バ

ー サ ル ホ ッ ケ ー   ( 5 )体 幹 ト レ ー ニ ン グ 、 太 極 拳  (6 )合 気 道  

(7 )ス ポ ー ツ 吹 き 矢  ( 8 )卓 球  ( 9 )ラ ン ニ ン グ ・ ウ ォ ー キ ン グ  

（ 10）社 交 ダ ン ス  （ 11）パ ー ク ゴ ル フ  ( 12)ゴ ル フ  （ 13）ス

キ ー  

2  前 項 各 号 に 規 定 す る サ ー ク ル の 運 営 に 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め

る 。  

 (活 動 場 所 )  



第 24 条  第 一 項 各 号 に 規 定 す る サ ー ク ル の 活 動 場 所 は 、 浦 安 市 立

見 明 川 小 ・ 中 学 校 運 動 場、体 育 館 及 び そ の 他 の 施 設 と す る 。  

 (活 動 時 間 )  

第 25 条  第 22 条 第 一 項 各 号 に 規 定 す る サ ー ク ル の 活 動 は 、毎 週 土

曜 日 に 行 う も の と す る 、但 し 理 事 会 が 認 め た 場 合 こ の 限 り で な い 。 

2  一 つ の サ ー ク ル の 活 動 時 間 は 、 二 時 間 を 原 則 と す る 。  

   第 8 章  会 計  

 (ク ラ ブ の 経 費 )  

第 26 条  ク ラ ブ の 経 費 は 、 会 員 の 拠 出 す る 会 費 、 補 助 金 、 寄 付 金

及 び 他 の 収 入 を も っ て こ れ に 充 て る 。  

 (会 計 年 度 )  

第 27 条  こ の ク ラ ブ の 会 計 年 度 は 、毎 年 4 月 1 日 か ら 翌 年 3 月 ３ 1

日 ま で と す る 。  

   第 ９ 章  事 故 の 責 任  

 (事 故 の 責 任 )  

第 28 条  会 員 は 、 こ の ク ラ ブ の 活 動 に 当 た っ て は 、 自 己 の 責 任 に

お い て 行 動 し 、こ の ク ラ ブ 及 び 指 導 者 に 対 し て 一 切 の 損 害 補 償 を

請 求 し な い も の と す る 。  

 (保 険 の 加 入 )  



第 29条  本 ク ラ ブ は 「 団 体 総 合 補 償 制 度 費 用 保 険 」 に 加 入 し 、 全 て

の 会 員 が 補 償 の 対 象 者 と な る  

   第 10 章  ク ラ ブ ハ ウ ス 規 定  

1（ 名 称 ） 特 定 非 営 利 活 動 法 人 見 明 川 ス ポ ー ツ ク ラ ブ  ク ラ ブ ハ ウ

ス と す る 。  

2（ 目 的 ）別 途 定 め る 使 用 細 則 を 尊 守 し 、本 規 約 第 ２ 章 目 的 に 準 じ 、

会 員 の 親 睦 、 会 議 な ど を 行 う 場 と す る 。  

3（ 利 用 時 間 ） 基 本 的 に 活 動 日 と す る 、 但 し 届 け 出 が あ れ ば そ の 限

り で な い 。  

   第 1１ 章  細 則  

 （ 細 則 ）  

第 30 条  こ の 規 約 に 定 め の な い 事 項 及 び こ の ク ラ ブ の 運 営 上 必 要

な 細 則 は 、 理 事 会 の 議 決 を 経 て 決 め る 。  

 (規 約 の 改 正 )  

第 31 条  こ の 規 約 、 及 び ク ラ ブ ハ ウ ス 規 定 は 理 事 会 の 議 決 を 経 て

改 正 で き る も の と す る 。  

   附 則  

 平 成 14 年 ３ 月 20 日 制 定  

 平 成 16 年 3 月 20 日 改 正  



 平 成 18 年 3 月 20 日 改 正  

 平 成 20 年 4 月 1 日 改 正  

 平 成 22 年 4 月 11 日 改 正  

 平 成 24 年 5 月 13 日 改 正  

 平 成 25 年 4 月 21 日 改 正  

 平 成 27 年 4 月 15 日 改 正  

 平 成 31 年 4 月 1 改 正  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 規 約 は 、 平 成 31 年 4 月 1 日 施 行 す る 。  


